
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

株式会社ispace 

2024年3月期Q1 決算説明会書き起こし 
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袴田：本日はお忙しい中、株式会社ispaceの2024年3月期Q1決算説明会にご参加いただき誠にあり

がとうございます。代表取締役CEOの袴田でございます。 

まず、本日の流れを簡単にご説明します。冒頭は私の方から当社の基本的な事業概要、2024年3月

期Q1の事業ハイライトについてご説明をさせて頂きます。その後、CFO野﨑より、2024年3月期Q1の

財務ハイライト及び2024年3月期業績見通しについてご説明し、最後にQ&Aのお時間とさせて頂きま

す。 

 

当社の事業概要 

 
 

袴田：それでは事業概要についてお話します。当社は、人間の生活圏を宇宙にまで拡大し、地球と

月がひとつのエコシステムとなる世界を築くことをビジョンとし、その実現に向けた「Moon Valle

y 2040」というコンセプトを掲げています。2040年以降、月に約1000人が住み、働き、多様な企業

が経済を生み出し、年間10,000人が地球と月を行き来する経済圏の実現に向けて当社として貢献し

ていきたいと考えています。 

 



 
 

袴田：そもそも、なぜ「月」なのか。どうやって月に経済圏を生みだすことが可能なのか。それは

月に水があるからです。月の水を分解して生成される液体水素と液体酸素は、ロケットの推進燃料

となります。これを活用して宇宙にガスステーションを配備し、燃料補給ができるようになると、

宇宙の輸送コストを大きく下げることができます。なぜなら、月は地球の約1/6の重力しかないた

め、地球と比べて、圧倒的に少ないエネルギーで宇宙に向けて輸送することができるからです。そ

の結果、現在に比べて、宇宙での活動の経済合理性を格段に向上させることができると考えられて

います。 

経済合理性が向上すれば、火星や小惑星など「深宇宙」と呼ばれるエリアに行くコストを大きく下

げることができ、たとえば、さらなる稀少な資源の獲得など、人類はより地球の外へ活動圏を広

げ、恩恵を受ける可能性が広がります。他方で、より重要なことは、地球そのものの持続可能性を

担保することにもつながるということです。GPS、通信など、現在、そして将来にわたり、私たち

の地球上での豊かな生活を支える宇宙インフラへの依存度はますます高くなり、この宇宙インフラ

を維持するためにも、月の水資源から得られるエネルギーを活用することが期待されています。私

たちは、人類のこの豊かな地球での生活を維持するためにこそ、地球を超えて月と宇宙へ出て行く

のです。ispaceは宇宙まで広がった新しい社会を構築する先行者になります。 

 



 
 

袴田：ispaceは、月着陸船（ランダー）を開発し、月にお客様の荷物（ペイロード）を輸送するサ

ービスを提供していきます。まず、SpaceXなどの商業的に購買できる打上サービスを活用して、地

球から宇宙空間へランダーを打上げます。その後、ロケットから切り離されたランダーがエンジン

を使って宇宙空間を自力で航行し、お客様のペイロードを月の周回や月面まで運びます。月に着陸

後はランダーと、ランダーの内部に格納されていた月面探査車（ローバー）によって月面データを

取得し、地球で受信するまでを一つのミッションとしています。 

 

 
 



袴田：私たちはペイロードを月面に輸送するインフラを活用して、大きく3つのサービスを、顧客

に提供していきます。1つ目がお客様の荷物であるペイロードを月へ輸送するペイロード・サービ

スです。こちらは1キロ当たり150万USドルを標準単価として顧客から料金を受け取ります。次にデ

ータ・サービスです。当社の自社ペイロードを使って顧客は必要なデータを獲得することができ、

その対価となる料金を支払います。将来的には、当社は年に複数回の高頻度な月のミッションを実

施する計画ですが、取得されたデータを蓄積したデータベースへのアクセスを顧客に提供する計画

です。最後にパートナーシップです。こちらは当社がGoogle Lunar XPRIZEに参加していた頃から

取り組んでおります、最も歴史あるビジネスです。ispaceのランダー及びローバーにスポンサーと

してロゴを掲載し、顧客のマーケティング支援や技術面や事業開発面での協業を行う対価としてス

ポンサー料を受け取ります。今後は既存のパートナーシップ事業に加え、月のミッションを通じ

て、ペイロード・サービス及びデータ・サービスを中心に事業を拡大していく予定です。 

 

 
 

袴田：ご説明いたしましたビジネスモデルは、決してコンセプト（構想段階）ではなく、既に実現

をしております。ご案内の通り、2022年12月11日、当社は営利企業として世界初の月着陸船の打上

げを成功させ、2023年4月26日に月面着陸を試みております。同様のビジネスを計画する当社にと

っての所謂、競合企業は、米国を中心に複数社存在しておりますが、当社はどこよりも早く、ラン

ダーの開発を成功裏に完了し、月へのミッションを実証いたしました。私たちはグローバルでもこ

の産業を牽引する、リーディング・ポジションにいると自負しております。 

 

以上が、当社の事業概要となります。続いて、2024年3月期Q1の事業ハイライトについてご報告い

たします。 



2024年3月期Q1 事業ハイライト 

 
 

袴田：最初に、Q1の当社の大きな成果として、ミッション1を挙げさせていただきます。既にご存

知の方も多いかと存じますが、2022年12月11日の打上げ後、当社のランダーは約4か月をかけて月

周回軌道に達し、その後約1か月間の航行を経て、日本時間の2023年4月26日に月面着陸に臨みまし

た。スライドに示す通り、我々はミッションを、計10個のサクセス・マイルストーンに分解して定

義しました。この内、当社はSuccessの8となる月周回軌道での軌道制御マヌーバの完了までを達成

しました。月面着陸の最後の瞬間まで貴重な航行データを収集することができ、着陸シーケンスの

終盤には、企業として世界で初めてランダーの姿勢を月面に対して垂直に制御し、ほぼ降下速度を

ゼロの状態に制御できたことも確認できております。この様に月のミッションは多くのプロセスを

経て実施されるものであり、月面着陸という1つのイベントだけに着目しても正しい全体像を把握

することが困難と考えます。今回、ispaceが挑んだ初めての技術検証としてのミッションでした

が、Successの9及び10を達成することはできなかったものの、Successの1から8において大きな成

功を収めることができたミッションであったと、考えております。 

 



 
 

袴田：以上のミッション1の結果を受け、ミッション1のSuccess9-10が完了できなかったことに伴

い、売上として計上できなかった金額は既に開示しております通り、約106百万円で確定しており

ます。他方で、ミッション2、ミッション3の締結済みの売上契約への大きな影響はございません。

費用面についても、ミッション2、ミッション3に向けた大規模な改修費用が発生する見込みはな

く、現段階においてはミッションスケジュールに変更の予定はございません。 

 

 
 



袴田：Q1における契約の進捗状況についてご説明いたします。まずミッション1に係る各顧客に対

して、ミッション1の完了についてご説明し、合意頂いております。契約総額のうち、未計上だっ

た約575百万円をミッション1の完了に伴い、当四半期に一括して計上しております。最終的に、ミ

ッション1のペイロード・サービスで計約1,121百万円の売上を計上しました。 

また、ミッション1後において、当社の3つの提供サービスである、ペイロード・データ・パートナ

ーシップのすべてのサービスにおいて新たな契約を締結することができました。まず、新たにミッ

ション2のペイロード・サービス及び、データ・サービスについて、スウェーデンの企業との契約

を締結いたしました。詳細な顧客名や契約内容については追って公表いたしますが、当社の国内外

における顧客網の幅広さを感じていただけるかと存じます。 

パートナーシップにおいても、サポーティングカンパニーとして千代田化工建設株式会社、株式会

社バンダイナムコ研究所、オーストラリアの大学であるアデレード大学と契約を締結しておりま

す。また、EPIROC AB社とlong-term collaboration agreementを締結の上、パートナーシップサー

ビス”HAKUTO-R”プログラムをはじめとする、様々な分野での協業に向けて、現在協議を進めてお

ります。今後、新たな売上契約を締結した際には、適宜皆様にアップデートさせて頂きます。 

 

 
 

袴田：続いて、国内の事業環境についてご説明いたします。内閣府の宇宙開発戦略本部は今後10年

間の国の宇宙政策の基本方針を示す、新たな宇宙基本計画を2023年6月23日に正式に閣議決定しま

した。2020年から3年ぶりの改定となった基本計画は、宇宙安全保障を引き続き重視するととも

に、国際競争力を持つ企業の戦略的な育成や支援に取り組む方針が盛り込まれました。 

2020年の旧宇宙基本計画内で「月面」というキーワードは計8箇所のみの記載で、月面探査におけ

る民間事業者の具体的な活用・支援については取り扱いが非常に小さいものでした。しかし、今

回、新たに策定された宇宙基本計画では「月面」というキーワードが48回も登場し、民間からのサ

ービス調達による産業の振興や、民間での宇宙活動を段階的に発展させることが明示されました。



また、将来的に月面経済圏が構築されることが期待される展望が記載され、ispaceの地球と月の経

済圏を作るというビジョンと合致する計画方針となっています。 

 

 
 

袴田：加えて、日本政府のSBIR制度における「中小企業イノベーション創出推進事業」の公募内容

が公示されました。SBIR制度とはSmall Business Innovation Researchの頭文字をとった略称で、

スタートアップ等による研究開発を促進し、イノベーション創出を促進するための政府によるプロ

グラムになります。国の機関から研究開発型スタートアップ等への補助金や委託費の支出機会を増

やす仕組みです。 

今回新たに公示となった「中小企業イノベーション創出推進事業」は革新的な研究開発を行うスタ

ートアップ等が社会実装に繋げるための大規模技術実証、今後の公共調達・民生利用を見据えたも

ので、日本におけるスタートアップ等の有する先端技術の社会実装の促進を図ることを目的として

います。その中で6つある公募テーマの1つが「月面ランダーの開発・運用実証」です。公募テーマ

の内容は100kg以上のペイロードを月面輸送するための月面ランダーの開発及び、それに伴う打上

げ及び運用に係る実証の支援となっています。予算額は1件、補助上限120億円となっており、当社

のビジネスの内容と合致するテーマでもあり、今後採択を目指して準備を進めて参ります。 

 



 
 

袴田：2023年4月5日に、自民党の宇宙・海洋開発特別委員会は、JAXAに資金供給機能を付与し、1

兆円規模の「宇宙開発基金（仮称）」を設置することを盛り込んだ内容の提言を岸田総理、鈴木財

務大臣、高市宇宙政策担当大臣に申し入れしました。 

米国にてNASAや政府の支援でスペースXを中心に新興企業が台頭したことを例に、日本においても

国やJAXAが民間事業者に対して、資金や技術において全面的に関与し、官民一体で事業を育てる方

針を進めるべく、宇宙開発に係るスタートアップへの大型投資の実現やスタートアップからのサー

ビス調達を拡大していく構想が示されています。今後このような政策が実現されれば、スタートア

ップが開発した商品やサービスを政府が積極的に買い付けることで、単に資金供給を果たすだけで

なく、民間事業者の売上高の増加に繋がり、月を含む宇宙市場自体の形成へ寄与することが期待さ

れます。 

 



 
 

袴田：このように、政府における宇宙産業への取り組み強化が取りざたされている中、社会的なイ

ンパクトのあるスタートアップを称える「日本スタートアップ大賞」の2023年審査委員会特別賞を

ispaceは受賞いたしました。当社のビジネス及び、その成果がこのような形で評価され大変光栄に

思います。引き続き、日本・世界の宇宙産業の成長に寄与する当社ビジネスの発展に邁進していく

所存です。 

 

 
 



袴田：続いて、次ミッションに向けたランダー開発の状況アップデートです。ミッション1を終え

て、ispaceは着実に次のミッションへ歩みを進めています。お示ししている写真はJAXAの保有する

施設にて、来年打上予定のミッション2の試験に向けて組立・準備を進めている様子です。引き続

き今後のミッションの進捗について、定期的に皆様にご報告ができればと考えております。 

 

 
 

袴田：また、当社の米国拠点が主導するミッション3に向けては、NASAの元宇宙飛行士であり、米

空軍大佐のロナルド・ギャレンが新たに当社米国子会社のCEOに就任いたしました。ギャレンは、

米空軍のパイロットとしてキャリアをスタートさせ、2000年7月に宇宙飛行士に選抜されNASAへ入

局し、2011年に実際に長期滞在クルーとしてISSに滞在した経験を有します。また、米空軍及び宇

宙飛行士の経歴と並行して、シリアル・アントレプレナーでもあるギャレンはこれまでに複数の営

利／非営利企業の創立と経営に携わると共に、直近ではアリゾナ州にある営利宇宙企業のプレジデ

ントとして成長期を牽引する重要な役割を担いました。 

ispaceはギャレンの豊富な経験値と強力なリーダーシップ、またシスルナ（地球-月間）経済圏構

築への強い共感の下、今後も着実に米国での事業展開を進めて参ります。 

 

以上が、2024年3月期Q1の事業ハイライトとなります。続いて、2024年3月期Q1の財務ハイライトに

ついて、CFOの野﨑よりご報告いたします。 



2024年3月期Q1 財務ハイライト 

 
 

野﨑：取締役CFOの野﨑でございます、2024年3月期Q1の財務ハイライトについてご説明させていた

だきます。 

売上高約815百万円、売上総利益約571百万円にて着地いたしました。ミッション1の終了に伴い、

契約総額のうち原価回収基準に基づき未計上だった約575百万円の契約金額をQ1で売上に一括計上

しております。結果として、Q1の売上総利益率が計画比で高水準となっているのはミッション1の

完了による一時的な事象であることをご理解ください。 

ミッション3の原価の発生が当初の計画対比で遅れたことに伴い、原価回収基準に基づき計上され

るミッション3の売上も計画対比で遅れが生じております。ただし、当該支出の遅れに伴う売上高

計上の遅れは、現時点においてはQ2以降でキャッチアップする想定です。 

尚、月保険契約による保険金については三井住友海上火災保険株式会社と受け取りに向けて、引き

続き協議中であり、現時点において当該金額は業績予想に反映されておりません。 

 



 
 

野﨑：続いてバランスシートとなります。上場時の資金調達を主な要因とし、現預金が前期末対比

で約4,230百万円増加し、債務超過が解消となっております。当社の総資産額は、中段にあります

通り、約11,811百万円、内、現預金約7,611百万円、短期および長期の前渡金が約3,017百万円とな

ります。 

続いて負債サイドは、流動負債が約4,323百万円、固定負債が約4,871百万円となりました。流動負

債の内、約3,065百万円は前受金であり、パートナーシップやペイロード・サービスのお客様か

ら、ミッションに先立ってお支払い頂いている金額を計上しております。今期増加した前受金は主

にミッション3のNASA CLPSに伴うDraper社からの入金に伴うものです。 

有利子負債は前期末対比で約1,749百万円減少しておりますが、こちらは融資契約に沿って、IPOの

資金調達により一部借入金を約定返済した為です。 

最終的な純資産額は約2,617百万円となり、前述の通り、上場を通じた資本増強により、前期末時

点の債務超過は解消されました。 

以上が今年度Q1の決算のご報告となります。これを踏まえて今期の業績見通しをご説明いたしま

す。  



2024年3月期 業績見通し 

 
 

野﨑：ミッション1が完了し、今後の売上に影響を与える主な要因は、それぞれ2024年・2025年の

実施を計画しておりますミッション2・ミッション3となります。ミッション2ではミッション1にて

使用したシリーズIランダーのクオリティを高めたものを使用予定です。また、今回は子会社のル

クセンブルクにて開発を進めている自社マイクロローバーを持っていくことを検討しています。既

にペイロードが確定しているお客様についてもこちらに複数社記載しております。ミッション3の

ランダーについては、現在アメリカのコロラドにて開発中であり、最大のお客様としてDraper社を

通じてNASAのペイロードを運ぶ予定となっております。NASAのCLPSというプログラムの中で、95kg

の荷物を輸送予定であり、それ以外にもリレー通信衛星2基を月の周回軌道に輸送予定です。こち

らの計画を基に今年度、来年度以降しっかり取り組んで参ります。 

 



 
 

野﨑：2023年3月8日に開示させていただいた内容から変更はなく、今期の売上高は約6,196百万円

と昨年対比大幅な増収を見込んでおります。販売管理費は前期比△26.3%の約8,527百万円となる見

込みとなっております。今年度よりミッション2、ミッション3の開発費用が増大していくことに加

え、グローバルで従業員の増員を計画している一方で、昨年度発生しておりましたミッション1の

打ち上げ費用が発生しないことから、販売管理費の減少を見込んでおります。これらを踏まえ、当

期純損失は約7,889百万円を予定しております。 

 

 
 



野﨑：ispaceのPLにおいては複雑な売上の計上要因があると、ご理解いただけますと幸いです。上

場後、四半期ごとの決算発表等を通じて数字を適宜開示していければと考えておりますが、今後見

込みとのズレが発生した場合にどの程度ファンダメンタルな影響があるのか、図りかねることもあ

るかと思います。その都度丁寧にご説明できればと思いますが、本日営業と開発、双方の主要なKP

Iとして皆様にお伝えしたいのは大きく2点ございます。こちらのページでお示ししております通

り、まずは開発が滞りなく進捗しているか、スケジュール通り飛ばせそうかが重要であり、赤文字

で記載しておりますPDR、CDRという2つの大きなマイルストーンがございます。このマイルストー

ンの達成状況については、適時に開示していく予定です。ミッション2においては既にCDRが完了し

ており、ミッション3におきましては今年度中にPDRが完了する見込みです。また売上においては、

総売上額が非常に大きなポイントとなり、ミッション2では約16百万米ドルがすべての総契約額と

なりますが、契約状況に進捗ございましたら適宜開示をさせていただきます。なお、開発や契約状

況に遅れが発生した場合には四半期の売上に影響が出たり、売上計上に遅れが発生することも想定

されますが、最終的に締結する総契約契約金額が変動しない限りは最終的な総売上額に変わりがな

いことをご理解いただきたいと思います。ミッション3に関しましては約55百万米ドルの確定済み

の契約に加えて、interimPSAとして複数のお客様から約36百万米ドルの契約がございます。こちら

はノンバインディングな契約ではありますが、最終契約に向けて進めていく予定であり、最終契約

化の際には発表ができればと考えております。 

 

 
 

野﨑：当社の売上高がそもそもどのようにボトムアップされ、つくられているのか因数分解のよう

な形で示したイメージモデルになります。いくつか将来のミッションスケジュールや重量の記載な

どございますが、あくまでこちらは現時点でのシミュレーションイメージとご理解ください。こち

らで着目いただきたいポイントは、ミッション2で使用するシリーズIランダーのデザイン上のペイ

ロード重量が最大30kgに対し、ミッション3から使用しますシリーズIIランダーのデザイン上のペ

イロード重量、お客様の荷物を運ぶことができる重量が最大500kgになり、多くのお客様の荷物を



運ぶことが可能になります。その結果、ミッション3を背景とする大幅な売上増につなげることが

できると考えております。 

具体的に売上に関係している数値は右から2番目の赤い箱に記載しております、顧客のペイロード

重量が直接的に売上につながっている項目になります。ミッション１ですと、さまざまな制約によ

り、デザイン上のペイロード重量から実際に販売しているのは12kgのみになり、ミッション2にお

きましては11kgのペイロード重量の販売を予定しており、想定される契約総額を基に見込まれる売

上は約16百万米ドルとなっております。ミッション3を見ていただきますと、既に95kgが契約済み

となっており、今後残りの50kgのキャパシティについても販売を増やしていきたいと考えておりま

すが、既に契約済みの金額だけをみても約55百万米ドルの契約総額が確定しております。契約総額

については右側のチャートの灰色のバーでお示ししております。当社においては1ミッションあた

りの売上が複数年度にわたって、分割して計上されます。縦軸の年度を見ていただきますと、複数

のミッションの売上が計上されていることがわかるかと思いますが、これが基本的な売上モデルの

構成になります。2024年3月期の売上はミッション1の一部、ミッション2、ミッション3が影響する

構成となっております。お客様に販売できるそもそもの重量がミッション3以降大幅に増加し、今

後商業的なビジネスとして増大していくにあたって大きく貢献し、売上が大幅に増加していく主な

要因になります。来年度以降も同様の考え方を基に、ミッション4、ミッション5を通じ売上を伸ば

していくことが、ispaceの今後の成長ストーリーであるとご理解いただければと思います。 

 

 
 

袴田：Never Quit the Lunar Quest、この精神の下、歩み続けます。そのためには多くの投資家の

皆様、アナリストの皆様のご支援が不可欠です。引き続き、温かいご支援の程、何卒宜しくお願い

申し上げます。 

 

ご説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

 

（以上） 
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